


- 2 -

外国運転免許証を所持する者は，当該外国運転免許証によって運転することがで

きる自動車等が小特と同等以上であれば小特を運転することができ，原付と同等以

上であれば原付を運転することができる。

なお，原付免許に相当する免許に係る外国運転免許証を所持する場合には，原付

のみを運転することができ，小特の運転はできない。

２ 留意事項

「「搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験」に係る取扱いについて（通達）」（平

成30年７月17日付け鹿交規第153号，鹿交企第111号）が定める，搭乗型移動支援ロ

ボットの公道実証実験に係る道路使用許可事務処理要領１ において，公道実証実

験に使用される搭乗型移動支援ロボットの操縦者には，「大きさ及び構造並びに原

動機の大きさに応じた運転免許を受けていること」が求められているところである

が，国際運転免許証等を所持する場合の取扱いについては，１によること。

本通達が発出されたことについて，搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験の実

施主体に対する情報提供を行うこと。

小特又は原付を運転することのできる国際運転免許証等について，交通指導取締

り，行政処分その他の対応に誤りのないよう，所属職員に対する教養を徹底するこ

と。


